
〇KTN杯参加資格について(県外転勤者) 

県外転勤者の参加資格については、次のように取り扱います。 

県テニス協会登録団体に所属している者で、県外転勤者であっても長崎県内に住民票

があり、かつ週末等勤務日以外は長崎県内に住まわれている方は、県内在住者とみなし

大会参加資格ありとします。 

 


